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第3期堺市消費者基本計画策定経過 

 

 

本計画は、以下のとおり堺市消費生活審議会において、審議を行い策定しました。 

 

開催日程 審議内容等 

令和2（2020）年 

2月14日 

第15回堺市消費生活審議会 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画について（諮問） 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画の骨子（考え方） 

10月21日 

第16回堺市消費生活審議会 

 ○ 会長・副会長の選任について 

 ○ 第2期堺市消費者基本計画に基づく令和元年度施策実施

状況について 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画（事務局試案）について 

11月30日 
第17回堺市消費生活審議会 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画（案）について 

12月16日 
第18回堺市消費生活審議会 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画（案）について 

令和3（2021）年 

5月14日～5月24日 

第19回堺市消費生活審議会（書面審議） 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画（案）に対するパブリック 

コメントの実施結果について 

 ○ 第3期堺市消費者基本計画 答申書（案）について 
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堺市消費生活審議会委員名簿 

 

〔委嘱期間：平成30（2018）年6月1日～令和2（2020）年5月31日〕 

区 分 氏 名 所属・役職（委嘱時） 

学

識

経

験

者 

委 員 江口  文子 弁護士 

会 長 田中  康博 神戸学院大学法学部 教授 

副会長 野田  文子 関西福祉科学大学教育学部 教授 

委 員 三浦  直樹 弁護士 

委 員 吉田   実 弁護士 

市
議
会
議
員 

委 員 白江  米一 堺市議会議員 

委 員 田代  優子 堺市議会議員 

消
費
者 

委 員 飯島  初美 堺市消費者啓発員 

消

費

者

団

体 

委 員 澤村  美賀 
公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部 支部長 

委 員 松本  陽子 大阪いずみ市民生活協同組合 副理事長 

委 員 山口  典子 堺市消費生活協議会 会長 

事
業
者 

委 員 鈴木  康郎 株式会社髙島屋 大阪店 総務部 総務担当次長 

事
業
者
団
体 

委 員 久保  直樹 堺商工会議所 事務局長 

委 員 斎木  茂人 公益社団法人消費者関連専門家会議 理事 

（敬称略／各区分内五十音順） 
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〔委嘱期間：令和2（2020）年10月1日～〕 

区 分 氏 名 所属・役職（委嘱時） 

学

識

経

験

者 

委 員 江口  文子 弁護士 

会 長 田中  康博 神戸学院大学法学部 教授 

委 員 三浦  直樹 弁護士 

副会長 𠮷井 美奈子 武庫川女子大学教育学部 准教授 

委 員 吉田   実 弁護士 

市
議
会
議
員 

委 員 白江  米一 堺市議会議員 

委 員 田代  優子 堺市議会議員 

消
費
者 

委 員 重光  正美 堺市消費者啓発員 

消

費

者

団

体 

委 員 亀田  孝子 
公益社団法人全国消費生活相談員協会 

関西支部 副支部長 

委 員 平野  祐子 堺市消費生活協議会 役員 

委 員 松本  陽子 大阪いずみ市民生活協同組合 副理事長 

事
業
者 

委 員 鈴木  康郎 株式会社髙島屋 大阪店 総務部 総務担当次長 

事
業
者
団
体 

委 員 植村 知佐子 公益社団法人消費者関連専門家会議 理事 

委 員 久保  直樹 堺商工会議所 常務理事兼事務局長 

（敬称略／各区分内五十音順） 
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消費者問題に関する市民意識調査実施結果 

 

 

調査目的 

市民生活における消費者トラブルの実態や消費者問題に関する意識

を把握することで、市の消費者行政の課題等を明らかにし、基本計画

の策定や今後の消費者行政の企画立案に係る基礎資料を得る。 

調査項目 

Ⅰ 堺市立消費生活センターについて（3問） 

Ⅱ 商品やサービスの不満や被害などについて（8問） 

Ⅲ 問題のある商法などについて（7問） 

Ⅳ インターネットの利用などについて（2問） 

Ⅴ 訪問販売・電話勧誘販売について（8問） 

Ⅵ 消費者教育・啓発について（8問） 

Ⅶ その他の項目について（2問） 

調査対象等 

（1） 調査範囲：市内全域 

（2） 調査対象：住民基本台帳に登録されている満18歳以上の市民  

（3） 標 本 数：2,000人 

（4） 調査方法：郵送（無記名回答） 

（5） 調査期間：令和元（2019）年10月9日～10月31日 

回収結果 552票（有効回収率：27.6%） 

調査結果 

調査結果の詳細は、堺市ホームページでご覧いただけます。 

【URL】 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/shohi/shiryo/survey.html 

【QRコード】 
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パブリックコメント実施結果 

 

 

本計画（案）について、以下のとおりパブリックコメントを実施し、意見を募集しました。 

 

【意見募集期間】 

 令和3（2021）年3月19日（金）から令和3（2021）年4月16日（金）まで 

 

【意見募集結果】 

 （1） 意見提出者数 7人（うち団体 2）、意見項目数 5件 

 （2） 意見の提出方法 

（3） 意見の要旨と本市の考え方 

   お寄せいただいたご意見の要旨やご意見に対する市の考え方などは、堺市ホームペー

ジでご覧いただけます。 

  【URL】 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/shohi/oshirase/public_comment_result.html 

  【QRコード】 

    

区 分 FAX 電子メール 郵送 持参 合計 

提出者数 0 6 1 0 7 
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堺市消費生活条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 消費生活センター（第１０条―第１１条の６） 

第３章 堺市消費生活審議会（第１２条―第１５条） 

第４章 消費者の権利の尊重 

第１節 危害等の防止（第１６条―第１９条） 

第２節 表示等の適正化（第２０条―第２５条） 

第３節 取引の適正化（第２６条―第２８条） 

第４節 物価の安定（第２９条―第３３条） 

第５章 消費者の自立支援等（第３４条―第３９条） 

第６章 消費者被害の救済（第４０条―第４４条） 

第７章 調査、勧告及び公表（第４５条―第４７条） 

第８章 雑則（第４８条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、消費者と事業者との間に情報の

質及び量並びに交渉力等の格差が存在することを

踏まえ、市民の消費生活における利益の擁護及び増

進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援

その他の基本理念を定め、市及び事業者の責務並び

に消費者の役割を明らかにするとともに、市が実施

する施策について必要な事項を定めることにより、

市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的

とする。 

（基本理念） 

第２条 市が実施する消費者の利益の擁護及び増進

に関する施策（以下「消費者施策」という。）の推

進は、市民の消費生活における基本的な需要が満た

され、その健全な生活環境が確保される中で、次に

掲げる事項が消費者の権利であることを尊重する

とともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のた

め自主的かつ合理的に行動することができるよう

消費者の自立を支援することを基本として行われ

なければならない。 

(1) 消費生活において生命、身体及び財産の安全が

確保されること。 

(2) 商品及び役務（以下「商品等」という。）につい

て自主的かつ合理的な選択の機会が確保される

こと。 

(3) 商品等について不当な取引条件及び取引方法

を強制されないこと。 

(4) 消費生活において個人情報が侵害されないこと。 

(5) 消費生活に関して必要な情報が提供されること。 

(6) 消費生活に関する教育を受ける機会が提供さ

れること。 

(7) 消費者施策に意見が反映されること。 

(8) 消費生活において被害が生じた場合には、適切

かつ迅速に救済されること。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、

消費者施策の推進に関し、次に掲げる責務を有す

る。 

(1) 本市における社会的、経済的状況に応じた消費

者施策を推進すること。 

(2) 高度情報通信社会の進展に伴う的確な対応に

配慮すること。 

(3) 消費生活における国際化の進展を踏まえ、国際

的な連携を確保すること。  

(4) 環境の保全に配慮すること。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、消費者の自立の

支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して

事業者による適正な事業活動の確保を図るととも

に、消費者の年齢、知識、経験、財産の状況等に配

慮するものとする。  

３ 市は、消費者施策を実施するに当たっては、国、

他の地方公共団体、関係団体等と相互に連携を図る

ものとする。 

４ 市は、消費者施策の総合的な推進に必要な体制の

強化及び充実を図るものとする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、第２条に規定する基本理念にのっ

とり、その供給する商品等について、次に掲げる責 
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務を有する。 

  (1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正

を確保すること。  

  (2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供

すること。 

  (3) 消費者との取引に際して、消費者の年齢、知識、

経験、財産の状況等に配慮すること。 

(4) 消費者に係る個人情報を適正に取り扱うこと。 

(5) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処    

  理するために必要な体制の整備等に努め、当該

苦情を適切に処理すること。 

  (6) 市が実施する消費者施策に協力すること。 

２ 事業者は、その事業活動に関し環境の保全に配慮

するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、その供給する商品等について品質等を

向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基

準を作成すること等により消費者の信頼を確保す

るよう努めなければならない。 

（事業者団体の責務） 

第５条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重

するとともに、事業者と消費者との間に生じた苦情

の処理の体制の整備、事業者自らが事業活動に関し

遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信

頼を確保するための自主的な活動に努めなければ

ならない。 

（消費者の役割） 

第６条 消費者は、消費者の権利を確立するために、

自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を

修得し、及び必要な情報を収集するとともに、消費

者相互の連携及び組織化を図る等自主的かつ合理

的に行動するよう努めなければならない。  

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的

財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなけれ

ばならない。  

（消費者の役割） 

第７条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集

及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及

び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動 

その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図る

ために必要な健全かつ自主的な活動に努めなけれ

ばならない。 

（相互協力） 

第８条 市、事業者及び事業者団体並びに消費者及び

消費者団体は、相互にその果たす責務又は役割に応

じて協力し、消費者の利益の擁護及び増進に努める

ものとする。 

２ 前項の場合において、市は、相互の協力が促進さ

れるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（消費者基本計画） 

第９条 市長は、消費者施策を総合的かつ計画的に推

進するため、消費者施策の推進に関する基本的な計

画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 消費者基本計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。  

(1) 消費者施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、消費者施策の計画的

な推進を図るために必要な事項 

３ 市長は、消費者基本計画の策定に当たっては、あ

らかじめ、第１２条に規定する堺市消費生活審議会

の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、消費者基本計画を策定したときは、速や

かにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、消費者基本計画の変更について

準用する。 

第２章 消費生活センター 

 （設置） 

第１０条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もっ

て市民の消費生活の安定及び向上に資するため、消

費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」

という。）第１０条第２項に規定する施設として堺

市堺区北瓦町２丁に堺市立消費生活センター（以下

「センター」という。）を置く。 

 （業務） 

第１１条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 法第８条第２項各号に掲げる業務 
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 (2) 前号に掲げるもののほか、消費生活に関し市長

が必要があると認める業務 

（開所時間及び休所日） 

第１１条の２ センターの開所時間及び休所日は、規

則で定める。 

 （職員） 

第１１条の３ センターに所長その他必要な職員を

置く。 

 （消費生活相談員） 

第１１条の４ センターに、法第１０条の３第１項の

消費生活相談員資格試験に合格した者（不当景品類

及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

（平成２６年法律第７１号）附則第３条の規定によ

り当該試験に合格した者とみなされた者を含む。）

を消費生活相談員として置くものとする。 

２ 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専

門的な知識及び技術を体得していることに十分配

慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果と

して同一の者を再度任用することは排除されない

ことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切

な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるもの

とする。 

 （消費生活相談等の業務に従事する者に対する研修） 

第１１条の５ 市長は、センターにおいて第１１条各

号に掲げる業務に従事する者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保するものとする。 

 （消費生活相談等の業務の実施により得られた情報の安全管理） 

第１１条の６ 市長は、第１１条各号に掲げる業務の

実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の当該情報の適切な管理のために必要

な措置を講ずるものとする。 

第３章 堺市消費生活審議会 

（堺市消費生活審議会） 

第１２条 市民の消費生活の安定及び向上に関する

重要事項を調査し、及び審議するため、堺市消費生

活審議会（ 以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第１３条 審議会は、市長の諮問を受けて、次に掲げ 

 る事項について調査し、及び審議する。 

(1) 消費者基本計画の策定又は変更に関すること。 

(2) 第４４条第１項の規定による訴訟に対する援

助の適否に関すること。 

(3) 第２８条第２項の規定による情報の提供及び

第４７条第１項の規定による公表の適否に関す

ること。 

２ 審議会は、第４１条第１項の規定によるあっせん

及び調停を行うものとする。 

３ 審議会は、消費生活に関し重要と認められる事項

について調査し、及び審議し、市長に意見を具申す

ることができる。 

 （組織） 

第１４条 審議会は、委員１４人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱す

る。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市議会議員 

(3) 消費者 

(4) 消費者団体から選出された者 

(5) 事業者 

(6) 事業者団体から選出された者 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当である

と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

 （苦情処理委員会） 

第１５条 次に掲げる事項を所掌するため、審議会に

苦情処理委員会を置く。 

(1) 第４１条第１項に規定するあっせん又は調停

に関すること。 

(2) 第４４条第１項の規定による訴訟に対する援

助の適否に関すること。 

２ 苦情処理委員会の委員は、審議会の委員のうちか

ら審議会の会長が指名する。 
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３ 審議会は、第１項の規定により苦情処理委員会の

所掌とした事項については、苦情処理委員会の決議

をもって審議会の決議とすることができる。 

第４章 消費者の権利の尊重 

    第１節 危害等の防止 

 （安全を害する商品等の供給の禁止） 

第１６条 事業者は、供給する商品等の通常予見され

る使用形態等を考慮して、当該商品等が通常有すべ

き安全性を欠いていることにより消費者の生命、身

体又は財産に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれ

のある商品等（以下「安全を害する商品等」という。）

を供給してはならない。 

２ 事業者は、供給した商品又は役務が安全を害する

商品等であることが明らかになったときは、直ちに

供給の中止、回収、公表その他危害の発生及び拡大

を防止するために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 （安全を害する商品等に関する調査及び勧告等） 

第１７条 市長は、商品又は役務が安全を害する商品

等であると認めるときは、当該商品又は役務につい

て、必要な調査を行うものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、必要があると認め

るときは、当該商品又は役務を供給する事業者に対

し、当該商品又は役務が安全を害する商品等でない

ことを立証する合理的な根拠を示す資料の提出等

を求めることができる。 

３ 市長は、前条第１項の規定に違反し、安全を害す

る商品等を供給している事業者に対して、同条第２

項の措置をとるべきことを指導し、又は勧告するこ

とができる。 

 （情報提供） 

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、前条

第１項の調査の経過及び結果に関する情報を消費

者に提供するものとする。 

 （緊急危害防止措置） 

第１９条 市長は、商品又は役務が安全を害する商品

等である場合において、消費者の生命、身体又は財

産に対する危害を防止するため緊急の必要がある 

 と認めるときは、当該安全を害する商品等、事業者

の氏名又は名称その他必要な事項を直ちに公表し

なければならない。 

    第２節 表示等の適正化 

 （広告の適正化） 

第２０条 事業者は、商品等の広告について、虚偽又

は誇大な表現、消費者が商品等の選択を誤るおそれ

がある表現等不適正な表現を避け、消費者が商品等

を適正に選択するために必要な情報を提供しなけ

ればならない。 

 （商品等の表示の適正化） 

第２１条 事業者は、商品等が誤って選択され、使用

され、又は保存されることにより、消費者の利益が

損なわれないようにするため、商品等の成分、性能、

用途、保存方法、供給する事業者の住所及び氏名又

は名称その他表示すべき事項を適正に表示しなけ

ればならない。 

 （価格等の表示の適正化） 

第２２条 事業者は、消費者が商品等の選択を誤るこ

とがないようにするため、商品等の価格その他必要

な事項を適正に表示しなければならない。 

 （包装の適正化） 

第２３条 事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の

量を増大させる等必要以上に過大な包装をするこ

とによって、消費者に商品等の選択を誤らせること

がないようにしなければならない。 

 （計量の適正化） 

第２４条 事業者は、消費者との間で行う取引に関

し、消費者が不利益を被るような計量を行ってはな

らない。 

（アフターサービスの適正化） 

第２５条 事業者は、その供給する商品等について、

消費者への供給後の保証、修理、回収等が必要であ

る場合は、その内容を明示するとともに、誠実な履

行に努めなければならない。 

    第３節 取引の適正化 

 （不当な取引行為の禁止） 

第２６条 事業者は、消費者との間で行う取引に関 
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し、次の各号のいずれかに該当する行為であって規

則で定める行為をしてはならない。 

(1) 消費者に対し、不実を告げ、商品等に関する重

要な情報を提供せず、若しくは誤信を招く情報

を提供し、威迫し、心理的に不安な状態に陥れる

等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契

約を締結させる行為 

(2) 消費者の年齢、知識、経験、財産の状況等に照

らして不当な内容の契約を締結させる行為 

(3) 消費者に不当に不利益をもたらす内容の契約

を締結させる行為 

(4) 消費者に対し、契約（契約の成立について、当

事者間で争いのあるものを含む。）に基づく債務

の履行を不当に強要し、消費者の正当な根拠に

基づく契約の解除等を妨げ、又は契約若しくは

契約の解除等に基づく債務の履行を拒否し、若

しくは正当な理由なく遅延させる行為 

(5) 商品等の販売等をする事業者又はその取次店

等実質的に販売等をする者からの商品等の購入

等を条件又は原因として信用の供与をする契約

又は保証を受託する契約（以下「与信契約等」と

いう。)について、販売等をする者の行為が消費

者の利益を不当に害することを知り、又は知り

得たにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しく

は締結させ、又は消費者の利益を不当に害する

方法で、与信契約等に基づく債務の履行を強要

し、若しくは債務の履行をさせる行為 

 （不当な取引行為に関する調査等） 

第２７条 市長は、不当な取引行為が行われている疑

いがあると認めるときは、当該取引行為について必

要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査を行うに当たり、必要がある

と認めるときは、当該取引行為を行う事業者に対

し、当該取引行為が適正なものであることの合理的

な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 （情報提供） 

第２８条 市長は、前条第１項の調査の結果、不当な

取引行為による消費者被害の発生又は拡大を防止 

 するため必要があると認めるときは、速やかに当該

行為の内容その他必要な事項に係る情報を消費者

に提供するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、事業者の氏名又は

名称を含む情報の提供をしようとするときは、当該

事業者に、あらかじめ意見の陳述の機会を与えなけ

ればならない。ただし、緊急のとき又は当該事業者

の所在が不明であるため通知することができない

ときは、この限りでない。 

３ 市長は、前項に規定する情報の提供をしようとす

るときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければ

ならない。ただし、緊急に情報を提供する必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

    第４節 物価の安定 

 （生活関連物資の調査及び情報提供） 

第２９条 市長は、市民の消費生活と関連の深い商品

等（以下「生活関連物資」という。）のうち必要があ

ると認めるものについて、その価格の動向、需給の

状況、流通の実態等必要な事項を調査するものとす

る。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定

する調査の結果を消費者に提供するものとする。 

（生活関連物資の確保） 

第３０条 市長は、生活関連物資が不足し、若しくは

価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると

認めるときは、事業者又は事業者団体に対し、当該

生活関連物資の安定供給を確保するために必要な

措置を講ずるよう要請することができる。 

（特定物資の指定） 

第３１条 市長は、生活関連物資のうち特に市民の消

費生活と関連の深い物資と市長が認めるものにつ

いて、その流通の円滑化及び価格の安定化に必要が

あると認めるときは、当該物資を特別の調査を要す

る物資（以下「特定物資」という。）として指定する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、

その旨を告示しなければならない。指定を解除した

ときも同様とする。 
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 （特定物資の調査及び情報提供） 

第３２条 市長は、前条第１項の規定により特定物資

の指定をしたときは、その流通の状況、価格の変動

その他の市民の消費生活の安定を図るために必要

な事項を調査するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定

による調査の結果を消費者に提供するものとする。 

（不適正な行為の是正勧告） 

第３３条 市長は、特定物資を供給する事業者が、そ

の円滑な流通を不当に妨げ、又は著しく不適正な価

格で当該特定物資を供給していると認めるときは、

当該事業者に対し、当該行為を是正するよう指導

し、勧告することができる。 

第５章 消費者の自立支援等 

 （啓発活動の推進） 

第３４条 市長は、消費者の自立を支援するため、消

費生活に関する知識の普及及び情報の提供等の消

費者に対する啓発活動を推進するものとする。  

（消費者教育の推進）  

第３５条 市長は、消費者が自ら消費生活に関する必

要な知識等を習得することができるよう必要な施

策を講ずるものとする。  

（消費者情報の提供等）  

第３６条 市長は、消費生活に関して必要な情報の収

集に努め、これを消費者に提供するものとする。  

（消費者団体の自主的な活動の促進）  

第３７条 市長は、消費者団体の健全かつ自主的な活

動を促進するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（消費者の意見の反映）  

第３８条 市長は、広く消費者及び消費者団体の意

見、要望等を把握し、消費者施策に反映するよう努

めるものとする。  

（市長への申出）  

第３９条 市民は、事業者がこの条例に違反して事業

活動を行っているとき、又はこの条例に定める措置

が講ぜられていないことにより、広く市民の消費生

活に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき  

 は、市長に対してその旨を申し出て、必要な措置を

講ずるよう求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出に係る消費生活上

の支障が広く市民に生じ、又は生ずるおそれがある

と認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。 

第６章 消費者被害の救済 

（苦情の処理） 

第４０条 市長は、市民から事業者との間の取引に関

して生じた苦情の申出があったときは、適正かつ迅

速に解決するために必要な助言、あっせんその他必

要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による苦情を処理するために

必要があると認めるときは、事業者その他の関係者

に対し、必要な資料の提出、報告又は説明の要求そ

の他必要な調査を行うことができる。 

（あっせん又は調停） 

第４１条 市長は、前条第 1項に係る苦情であって、

その解決が困難であるときその他必要があると認

めるときは、当該苦情を審議会のあっせん又は調停

に付することができる。 

２ 市長は、前項の規定により審議会のあっせん又は

調停に付するときは、その旨を当該苦情の申出者及

びその相手方となる事業者に通知するものとする。 

３ 審議会は、あっせん又は調停のために必要がある

と認めるときは、当事者の出席を求め、その意見を

聴き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めるこ

とができる。 

４ あっせん又は調停の手続は、公開しない。 

５ 審議会は、調停を行う場合には、調停案を作成す

るものとする。 

６ 審議会は、前項の規定により調停案を作成したと

きは、当事者にこれを示してその受諾を勧告するこ

とができる。 

７ あっせん又は調停は、次の各号のいずれかに該当

するときに終結する。 

 (1) 当事者間に合意が成立し、これを調書に記載し

たとき。 

 (2) 当事者間に合意が成立する見込みがないと認め 
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    、あっせん又は調停を打ち切ったとき。 

８ 審議会は、前項の規定によりあっせん又は調停を

終結したときは、その旨を市長に報告するものとす

る。 

（義務の履行の勧告） 

第４２条 市長は、あっせん又は調停で定められた義

務について、権利者である消費者の申出がある場合

において、相当と認めるときは、義務者である事業

者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすること

ができる。 

２ 前項の場合において、市長は、当該義務の履行状

況について、当事者に報告を求め、又は調査するこ

とができる。 

 （事件の周知） 

第４３条 市長は、第４１条第１項の規定により審議

会に付託した苦情が解決したとき又は解決の見込

みがないと認めるときは、審議の経過及び結果を明

らかにして、同一又は同種の原因による被害の防止

及び救済を図るものとする。 

（訴訟の援助） 

第４４条 市長は、事業者の事業活動により消費生活

上の被害を受けた消費者（以下この条において「被

害者」という。）が、当該事業者を相手として訴訟を

提起する場合又は当該事業者から訴訟を提起され

た場合において、次に掲げる要件の全てに該当する

ときは、当該被害者に対し当該訴訟に必要な資金

（以下この条において「訴訟資金」という。）の貸付

けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができ

る。 

(1) 当該被害者が訴訟資金の貸付けの申込みの日

前３月以上引き続き本市の区域内に住所を有し

ていること。 

(2) 第４１条第１項のあっせん又は調停に付され

ている苦情に係るものであること。 

(3) 同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれ

があること。 

(4) 審議会において、当該訴訟を援助することが適

当であると認めたものであること。 

２ 市長は、前項の規定による訴訟資金の貸付けを受

けた者が、当該訴訟の結果、当該訴訟の相手方から

金銭を得られないこととなったとき、当該訴訟の相

手方から得られることとなった金銭の額が当該訴

訟資金の貸付金の額に満たないときその他特に必

要があると認めるときは、当該訴訟資金の貸付金の

返還の債務の全部又は一部を免除することができ

る。 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の規定による

訴訟資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第７章 調査、勧告及び公表 

 （立入調査等） 

第４５条 市長は、第１７条、第２７条又は第３２条

に規定する権限を行使するために必要があると認

めるとき及び事業者が第２０条から第２４条まで

の規定に違反している疑いがあると認めるときは、

当該事業者に対し、報告若しくは資料の提出を要求

し、又は職員に、事業者の事務所、工場、事業場、

店舗若しくは倉庫に立ち入らせ、帳簿、書類、設備

その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査及び質問の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

（指導及び勧告） 

第４６条 市長は、事業者が第１７条第２項、第２７

条第２項、第４０条第２項又は第４１条第３項の規

定による要求に応じないときは、これに応ずるよう

指導し、勧告することができる。 

２ 市長は、事業者が前条第 1 項の規定による報告若

しくは資料の提出の要求に応じず、調査を拒み、若

しくは妨げ、若しくは質問に応じないときは、これ

に応ずるよう指導し、勧告することができる。 

３ 市長は、第２０条から第２４条まで及び第２６条 



91 

 の規定に違反している事業者があるときは、その者

に対し、当該違反をしている事項を是正するよう指

導し、勧告することができる。 

（公表） 

第４７条 市長は、事業者が第１７条第３項、第３３

条、第４２条第１項又は前条の規定による勧告に従

わないときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとすると

きは、当該公表に係る事業者に対し、あらかじめ意

見の陳述の機会を与えなければならない。ただし、

市長が緊急であると認めるとき又は当該事業者の

所在が不明であるため通知することができないと

きは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による公表をしようとする

ときは、あらかじめ、審議会に諮らなければならな

い。ただし、市長が緊急の必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

第８章 雑則 

 （委任） 

第４８条 この条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （堺市立消費生活センター条例の廃止） 

２ 堺市立消費生活センター条例（昭和４８年条例第

１４号）は、廃止する。 

   附 則（平成２４年１２月１４日条例第５１号） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２５日条例第１２号） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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